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景観行政団体への移行について  

１．景観行政団体について  

 景観法では、法に基づき良好な景観形成のための具体的な施策を実施し

ていく団体として、政令市及び中核市（その他の区域は都道府県）を「景

観行政団体」と位置付けています（希望する市町村は都道府県と協議し公

示することで景観行政団体への移行が可能）。  

景観行政団体に移行すると景観法に基づく「景観計画」を策定すること

ができ、この計画において「景観計画区域」を定め、建築物等の新築等に

対する届出・勧告を基本とする規制誘導や、条例を定めることにより建築

物・工作物のデザイン・色彩については変更命令が可能となります。  

 また、屋外広告物条例を市で制定し、地域の景観形成の方向に沿った規

制誘導が可能となります。  

 

◇景観法の要点  

・法に基づき良好な景観形成のための具体的な施策を実施していく団体

として、市町村を「景観行政団体」（第７条） ※と位置付けている。  

 ※政令市及び中核市とその他の区域は都道府県。希望する市町村は都道

府県と協議し公示することで景観行政団体となる。  

・「景観行政団体」は、景観法に基づく「景観計画」を策定することがで

き（第８条）、この計画において「景観計画区域」を定め、建築物等の

新築等に対する届出・勧告を基本とする緩やかな規制誘導を行う。（第

１６条）  

・更に、建築物・工作物のデザイン・色彩については、条例を定めるこ

とにより変更命令が可能になる。（第１７条）  

・屋外広告物条例を制定でき、地域の景観形成の方向に沿った規制誘導

が可能になる。（屋外広告物法第２８条）  
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２．景観行政団体への移行に関する協議の流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．景観計画等の策定の流れ  

小牧市  愛知県  

事前打ち合わせ  

協議依頼  協議受理  

回答手続き  回答書受領  

景観行政団体  

公示  

※景観行政団体になる  
30 日前までに公示  

法第 98 条第 2 項協議  

法第 98 条第 3 項  

約１ヶ月  
 

約１ヶ月  
 

約１ヶ月  
 

・景観法に基づく景観計画の策定  

（現計画の改定）  

・小牧市都市景観条例の改廃検討  

景観行政団体への移行  

・景観計画に基づく施策の推進  

・小牧市屋外広告物条例の制定  

（都市景観形成重点区域内に  

おける規制誘導等の検討）  

策定に関わる主体  

①愛知県  
市 に よ る 景 観 行 政 事 務 の
処理に関する協議  

②市民等  
アンケート調査、パブリッ
クコメント等  

③小牧市都市景観審議会  
計画案に対する協議、意見  

④小牧市都市計画審議会  
計画案に対する協議、意見  

⑤市議会  
条例等の審議  

R5.7 頃  
 

R7.3 頃  
 


